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「福島第二原子力発電所 原子力事業者防災業務計画」（修正案）対照表 

 

 

 

 

※注記：「福島第二原子力発電所原子力事業者防災業務計画」における変更箇所は，”赤字，下線“にて明示しています。 
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頁 現行 修正 理由 
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頁 現行 修正 理由 

 

 

 

Ⅰ－１０ 

 

 

第２章 原子力災害予防対策の実施 

第１節 防災体制 

４．原子力緊急事態支援組織の整備 

（１）社長は，原子力事業者間の協力によって，遠隔操作が可能な

装置等の操作が円滑に実施できるよう，次に掲げる事項につ

いてあらかじめ別表２－８に示す原子力緊急事態支援組織と

調整しておく。 

第２章 原子力災害予防対策の実施 

第１節 防災体制 

４．原子力緊急事態支援組織の整備 

（１）社長は，原子力事業者間の協力によって，遠隔操作が可能な

装置等の操作が円滑に実施できるよう，次に掲げる事項につ

いてあらかじめ別表２－８－１に示す原子力緊急事態支援組

織と調整しておく。 

別表追加に

よる別表枝

番号追加 

 

Ⅰ－２２ 

 

第２章 原子力災害予防対策の実施 

第８節 関係機関との連携 

３．地元防災関係機関等との連携 

地元防災関係機関等（双葉地方広域市町村圏組合消防本部，富岡

消防署，双葉警察署，福島海上保安部及びその他関係機関）と平素

から協調し，防災情報の収集及び提供等の相互連携を図る。 

また，発電所内で医療活動が必要な事態が発生した場合に備え，

平素から公益財団法人原子力安全研究協会を含む医療関係団体との

原子力災害医療情報の収集・提供等，相互連携を図る。 

 

第２章 原子力災害予防対策の実施 

第８節 関係機関との連携 

３．地元防災関係機関等との連携 

地元防災関係機関等（双葉地方広域市町村圏組合消防本部，富岡

消防署，双葉警察署，福島海上保安部及びその他関係機関）と平素

から協調し，防災情報の収集及び提供等の相互連携を図る。 

また，発電所内で医療活動が必要な事態が発生した場合に備え，平

素から別表２－５－３に示す資機材を維持管理するとともに，別表

２－８－２に定める公益財団法人原子力安全研究協会を含む医療関

係団体との原子力災害医療情報の収集・提供等，相互連携を図る。 

原子力災害

医 療 体 制

（オンサイ

ト医療）の

充実に係る

追加 

 

Ⅰ－２３ 

第２章 原子力災害予防対策の実施 

第９節 発電所周辺及び一般の方々を対象とした平素の広報活動 

１．放射性物質及び放射線の特性 

２．原子力災害とその特殊性 

３．発電所の現況及び復旧対策の実施状況 

４．発電所における防災対策の内容 

 

第２章 原子力災害予防対策の実施 

第９節 発電所周辺及び一般の方々を対象とした平素の広報活動 

１．放射性物質及び放射線の特性 

２．原子力災害とその特殊性 

３．発電所の現況及び復旧対策の実施状況 

４．発電所における防災対策の内容 

５．施設の状況に応じた緊急事態の考え方 

記載の適正

化 
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Ⅰ－２７ 

 

 

 

第４章 緊急事態応急対策等の実施 

第１節 通報及び連絡 

２．緊急時態勢発令時の対応 

（２）原子力防災管理者は，緊急時態勢を発令した場合，直ちに本社

原子力運営管理部長に連絡する。また，発電所内の事象発生の場

合，本社原子力運営管理部長は，別表２－９に示すＳＰＤＳのデ

ータが国に伝送されていることを確認する。なお，伝送されてい

ない場合は，必要な項目について代替手段によりデータを送付

する。 

第４章 緊急事態応急対策等の実施 

第１節 通報及び連絡 

２．緊急時態勢発令時の対応 

（２）原子力防災管理者は，緊急時態勢を発令した場合，直ちに本社

原子力運営管理部長に連絡する。また，発電所内の事象発生の場

合，本社原子力運営管理部長は，別表２－９に示すＳＰＤＳのデ

ータが国の運用する緊急時対策支援システム（以下「ＥＲＳＳ」

という。）に伝送されていることを確認する。なお，伝送されて

いない場合は，必要な項目について代替手段によりデータを送

付する。また，伝送に係る国・通信事業者との責任区分及び伝送

不具合時の対応については，あらかじめ定めるところによる。 

 

 

ＳＰＤＳか

らＥＲＳＳ

への伝送に

ついて明確

化 

 

ＥＲＳＳ伝

送不具合時

の対応を追

記 

Ⅰ－４０ 第６章 その他 

第２節 附則 

本計画は，２０２３年 ８月３０日より適用する。 

第６章 その他 

第２節 附則 

本計画は，２０２４年 ３月  日より適用する 
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Ⅱ－ⅰ 

 

 

 

 

医療関連資

機材の新規

追加 

 

オンサイト

医療に係る

業務範囲の

追 加 （ ２

F/KK のみ） 

 

記載の適正
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読替の反映

（国土交通

省組織改編

に 伴 う 変
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先の追加 

 

  



   

  別冊－5   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ－６ 

 

 

 

 

通報先宛先

の追加 



   

  別冊－6   
  

 

頁 現行 修正 理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ－７ 

 

 

 

 

読替の反映
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記載の適正
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（ＪＥＡＧ

記載のＥＡ

Ｌ略称に修

正） 
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頁 現行 修正 理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ－２９ 

 

 

 

 

記載の適正

化 

（ＪＥＡＧ

記載のＥＡ

Ｌ略称に修

正） 
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頁 現行 修正 理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型ポン

プ等の必要

台数及び予

備台数の明

確化 

 

 

 



   

  別冊－10   
  

 

頁 現行 修正 理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ－３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ ン サ

イ ト 医
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実 に 係
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頁 現行 修正 理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ－３９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 表 追

加 に よ

る 別 表

枝 番 号

追加 
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イ ト 医
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読替の反
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ライズの
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に伴う変
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頁 現行 修正 理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 載 の

適正化 

（ Ｊ Ｅ

Ａ Ｇ 記

載 の Ｅ

Ａ Ｌ 略

称 に 修

正） 


